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障害者虐待防止法の正式名称は

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
（平成24年10月1日施行）

（目的）
第一条
 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の
自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極め
て重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、
障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措
置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐
待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害
者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
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毎年開催の国の研修で伝えられたこと（重要事項）

障害者の人権をいかに擁護するかという視点で解釈していく
ことが大切

障害者虐待防止法には、加害に対しての罰則規定はない。

罰則規定は、通報や調査が適切に行えるために規定された
以下の２つ

「調査機関の守秘義務違反」   （第４５条  一年以下の懲役又は百万円以下の罰金）

「立入調査に対しての罰則」   （第４６条  三十万円以下の罰金に処する）

＊障害者虐待防止法が制定される以前から、刑法上の取り締まりや
実地監査等により行政処分は行われている。



障害者とは
１ 身体障害

２ 知的障害

３ 精神障害（発達障害を含む）

４ その他心身の機能の障害がある者

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制
限を受ける状態にあるものとしており、障害者手帳を取得していない場合
も含まれる。

＊１８歳未満の者も含まれます。

障害者虐待の種類
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待 4



①身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく
障害者の身体を拘束すること。

②性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること、又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

③心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害
者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③まで
に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠
ること。

⑤経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待の５類型



通報について

「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を
義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。



令和３年９月16日
厚労省事務連絡
添付資料（抜粋）



（医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等）
 第三十一条 
医療機関の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障
害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓
発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体
制の 整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するた
めの措置その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を
防止するため必要な措置を講ずるものとする





医療機関における虐待事案への対応

医療機関における障害者への虐待については、医療法の規定に
基づき、医療機関の開設者、管理者が適正な管理を行っているか
等について都道府県等が検査をし、不適正な場合には指導等を
通じて改善を図ることになります。 担当部署としては、都道府県の
医務課、医療課等が考えられます。 

＊R6.4からは精神科病院については通報が法定化されました。 
＊医療法第一条の四 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念（良質かつ適切なも
の でなければならない）に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければなら
ない。 ２ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を
行い、 医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。



参考資料

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待類型（例）

「障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き」より
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